
市からの重要

お
知
ら
せ

申申込み　問問合せ　ＦＦＡＸ　 Ｅメール　HPホームページ 62021 年 8 月 15 日　広報あおもり

◆申請に必要な書類
①申請書（市ホームページに掲載）
②旅券の写し（旅券番号、顔写真等が載っているページ）
③接種券（クーポン券）の写し
　※接種券を紛失した場合はマイナンバーが確認できる書類の写しが必要です。
④接種が確認できる書類の写し
　※本市の「新型コロナワクチン予防接種済証（臨時）」か「接種記録書」、または

その双方の写し
⑤返信用封筒（定形封筒に宛先を記入し84円切手を貼付）
⑥住所の記載された運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの本人確認
書類の写し

　※「氏名が記載されている面の写し」と「現住所が記載されている面の写し」が
必要です。

◆代理人による申請の場合、①～⑥のほかに次の書類が必要となります
⑦証明書を必要とするかたの自署による委任状（市ホームページに掲載）
⑧代理人分の本人確認書類の写し
◆旅券に旧姓・別姓・別名（英字）の記載がある場合、次の書類も必要となります
⑨旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類の写し

　 海外渡航時のための

　　 接種証明書（ワクチンパスポート）を発行しています
問感染症対策課（☎017－718－2852）

接種証明書イメージ接種証明書イメージ

女
性
の
悩
み
相
談

　
　
　
　

カ
ダ
ー
ル
相
談
室

　

男
性
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

時
休
館
日
を
除
く
毎
日
午
前
９
時

～
午
後
９
時
※
あ
ら
か
じ
め
相

談
日
時
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

所
問
カ
ダ
ー
ル
（
男
女
共
同
参
画
プ

ラ
ザ
）
☎
017
―
776
―
８
８
５
８

青
森
市
Ｄ
Ｖ
相
談

　
　
　
　

支
援
セ
ン
タ
ー

　

配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
の
悩
み
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

☎
017
―
734
―
５
３
１
８
【
専
用
】

時
月
～
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始

除
く
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時

備
来
所
相
談
は
要
予
約
、原
則
女
性

が
対
象
で
す
。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

　
　
　
　

に
じ
い
ろ
電
話
相
談

　

ご
家
族
や
友
人
、
学
校
・
職
場
の

か
た
も
ど
う
ぞ
。

☎
017
―
776
―
８
８
０
３
【
専
用
】

時
毎
週
火
曜
日
（
年
末
年
始
除
く
）

午
前
９
時
～
午
後
９
時

各
種
相
談
コ
ー
ナ
ー

高
齢
者
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら

ご
相
談
く
だ
さ
い

　

不
自
然
な
け
が
や
、
あ
ざ
が
あ

る
、
年
金
等
の
収
入
が
あ
る
の
に

お
金
が
な
い
と
訴
え
る
な
ど
、「
あ

れ
っ
、
お
か
し
い
な
…
。」
と
思
っ

た
ら
、
お
住
ま
い
の
地
域
を
担
当
す

る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
11
か

所
）、
ま
た
は
お
問
合
せ
先
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
者
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
６
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
３
４
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
の

　
　
　
　

無
料
法
律
相
談

　

離
婚
・
養
育
費
な
ど
の
相
談
に
弁

護
士
が
お
応
え
し
ま
す
。

時
９
月
２
日
（
木
）
午
後
１
時
～
３
時

所
申
問
８
月
30
日
（
月
）
ま
で
に
、

ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立

支
援
セ
ン
タ
ー　

☎
017
―
734
―

５
８
１
７
へ

人
４
人
（
申
込
順
）

備
相
談
時
間
は
30
分
。
申
込
時
に
相

談
内
容
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　接種証明書（ワクチンパスポート）は、海外渡航の際に渡航先の国等が防疫措置
等の緩和などを判断する上で活用できるよう、ワクチン接種事実を公的に証明する
ものです。
　新型コロナウイルスワクチン接種を受けたかたで、海外渡航の際に必要な場合は
申請により接種証明書を発行します。

感染症対策課　宮田

　申請方法（郵送のみの受付となります）

　青森市保健所感染症対策課（〒030-0962 佃２丁目19－13）

　まで「申請に必要な書類」を郵送してください。

海外渡航時に
必要なかたが
申請して
ください。

証明書発行は、接種
記録を確認するた
め、申請から発行ま
で時間を要する場合
があります。余裕を
もって申請するよう
お願いします。
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市
税
等
の
お
知
ら
せ

掲載の内容は、７月19日時点の情報をもとに作成しています。イベント等は中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。

◆
市
税
等
の
納
期
限

　

今
月
分
と
し
て
納
め
て
い
た
だ

く
市
税
等
の
納
期
限
は
次
の
と

お
り
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

【
８
月
31
日
（
火
）
納
期
限
】

①
市
・
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）

第
２
期
分

②
国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収

分
）
第
２
期
分

③
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
普

通
徴
収
分
）
第
２
期
分

④
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収
分
）

第
２
期
分

⑤
児
童
保
育
負
担
金
（
保
育
料
）

第
５
期
（
８
月
）
分

⑥
市
営
住
宅
使
用
料
８
月
分　

⑦
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
８
月
分

⑧
放
課
後
児
童
会
負
担
金
８
月
分

⑨
霊
園
管
理
料　

全
期
分

【
９
月
10
日
（
金
）
納
期
限
】

⑩
市
・
県
民
税
（
給
与
特
別
徴
収

分
）
８
月
分

問
①
～
④
、
⑩
納
税
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

　

⑤
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
３
０
）

　

⑥
・
⑦
住
宅
ま
ち
づ
く
り
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
５
７
２
）

　

⑧
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
８
）

　

⑨
生
活
安
心
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
７
７
）　

◆
市
税
等
の

　
　
　
　

平
日
夜
間
納
付
相
談

　

市
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
介
護
保
険
料
の
納
付
に
関
す

る
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
電
話

相
談
も
で
き
ま
す
。

●
平
日
夜
間
納
付
相
談

・
納
税
支
援
課（
駅
前
庁
舎
）

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

時
８
月
18
日（
水
）・
19
日（
木
）・

23
日（
月
）～
26
日（
木
）・
30
日

（
月
）・
31
日（
火
）
午
後
８
時

ま
で

・
浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
１
）

時
８
月
26
日（
木
）・
27
日（
金
）・

30
日
（
月
）
・
31
日
（
火
）
午
後

８
時
ま
で

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
市
税
等
の
お
支

払
い
が
困
難
な
か
た
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
伴
い
、
収
入
が
減
少
し

た
等
の
事
情
に
よ
り
、
市
税
・
国

民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
お
支

払
い
が
納
期
限
ま
で
に
困
難
な
場

合
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
納
税
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

　

浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
１
）

◆
市
税
等
の
納
付
は

　
　
　
　
　

便
利
な
口
座
振
替
で

　

一
度
お
申
込
み
い
た
だ
け
れ

ば
、
指
定
の
口
座
か
ら
市
税
等
を

自
動
的
に
振
替
納
付
。
便
利
で
納

め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
を
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
簡
単
な
制
度

で
す
。

●
対
象
税
目
等
▼
市
・
県
民
税（
普

通
徴
収
分
）／
固
定
資
産
税
／
軽

自
動
車
税（
種
別
割
）／
国
民
健
康

保
険
税（
普
通
徴
収
分
）／
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料（
普
通
徴
収
分
）

／
介
護
保
険
料（
普
通
徴
収
分
）※

第
１
号
被
保
険
者
に
関
わ
る
も
の

／
児
童
保
育
負
担
金（
保
育
料
）／

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
償
還
金

／
放
課
後
児
童
会
負
担
金
／
市
営

住
宅
使
用
料
・
市
営
住
宅
駐
車
場

使
用
料
／
霊
園
管
理
料

●
引
き
落
と
し
日
▼
納
期
限
日
が
引

落
と
し
日
に
な
り
ま
す

●
申
込
み
に
必
要
な
も
の
▼
納
税

（
納
入
）通
知
書
／
預
貯
金
通
帳
／

通
帳
印

●
申
込
先
▼
県
内
の
主
な
金
融
機
関

へ
。
県
外
に
つ
い
て
は
、
納
税
支

援
課
（
☎
017
―
734
―
５
２
２
０
）

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
一
部
免
除
制
度
は

「
一
部
納
付
が
必
要
な
保
険
料
」

を
納
付
し
な
い
と
、
免
除
期
間
で

は
な
く
「
未
納
期
間
」
と
な
り
ま

す
。
手
続
を
し
た
期
間
を
無
駄
に

し
な
い
た
め
に
「
一
部
納
付
が
必

要
な
保
険
料
」
の
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。

対
国
民
年
金
保
険
料
が
一
部
免

　

除
さ
れ
た
か
た

問
青
森
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

（
☎
017
―
734
―
７
４
９
５
・
音

声
案
内
２
番
を
押
し
て
、
再
度

２
番
を
押
し
て
く
だ
さ
い
）

国
民
年
金
保
険
料
が

一
部
免
除
さ
れ
た
か
た
へ

　

青
森
市
り
ん
ご
セ
ン
タ
ー
は
、

採
れ
た
て
の
り
ん
ご
の
鮮
度
を

保
っ
た
ま
ま
長
期
保
存
で
き
る
Ｃ

Ａ
冷
蔵
庫
や
糖
度
な
ど
が
測
定
で

き
る
選
果
機
を
備
え
た
施
設
で
す
。

　

り
ん
ご
の
出
荷
ま
た
は
販
売
を

行
う
個
人
及
び
団
体
等
が
利
用
で

き
ま
す
。
利
用
料
金
、
利
用
条
件

な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

問
青
森
市
り
ん
ご
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
１
７
２
―
88
―
６
１
５
０
）

青
森
市
り
ん
ご
セ
ン
タ
ー

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

青森市りんごセンター

長期保存でも味は

そのままおいしいあぷー。

青森市観光イメージキャラクター
あぷたんⒸAOMORI/N・HCP
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